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14 電子商取引 
 

藤井康次郎 * 
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I. 概要 # 
 
A) 定義（14.1 条） 
 本章の規定の適用上、対象者とは、「対象投資財産」（9.1 条に定義）、「締約国の投資家」

（9.1 条に定義）（金融機関に対する投資家を除く。）、「締約国のサービス提供者」（10.1 条

に定義）をいうが、「金融機関」（11.1 条に定義）又は「国境を越えて金融サービスを提供

する締約国のサービス提供者」（11.1 条に定義）は除かれる（14.1 条）。デジタル・プロダ

クトとは、コンピュータ・プログラム、文字列、ビデオ、映像、録音物その他のものであ

って、デジタル式に符号化され、商業的販売又は流通のために生産され、及び電子的に送

信されることができるものをいうが、金融商品をデジタル式に表したもの（金銭を含む。）

は除かれる（同）。また、個人情報とは、特定された又は特定し得る自然人に関する情報（デ

ータを含む。）をいう（同）。 
 
B) 適用範囲（14.2 条） 
 締約国は、電子商取引によって経済的な成長及び機会がもたらされることを認め、また、

電子商取引における消費者の信頼を促進する枠組みの重要性並びに電子商取引の利用及び

発展に対する不必要な障害を回避することの重要性を認める（14.2 条 1）。本章の規定は、

(a)政府調達、(b)締約国により若しくは締約国のために保有され、若しくは処理される情報

又は当該情報に関連する措置（当該情報の収集に関連する措置を含む。）には適用されない

（14.2 条 3）。 
 本章のうち、デジタル・プロダクトの無差別待遇（14.4 条）、情報の電子的手段による国

境を越える移転（14.11 条）、コンピュータ関連設備の設置（14.13 条）及びソース・コード

（14.17 条）の各規定に含まれる義務については、9 章（投資）、10 章（国境を越えるサー

ビスの貿易）及び 11 章（金融サービス）の関連する規定並びにこれらの章の例外及び適合

しない措置に関する規定が適用されると共に、本協定の他の関連規定と併せて解釈される

（14.2 条 5）。また、デジタル・プロダクトの無差別待遇（14.4 条）、情報の電子的手段に

よる国境を越える移転（14.11 条）及びコンピュータ関連設備の設置（14.13 条）の各規定
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に含まれる義務については、適合しない措置（9.12 条、10.7 条、11.10 条）の規定に従っ

て採用又は維持される措置の適合しない点については、適用されない（14.2 条 6）等。* 
 なお、11 章（金融サービス）において、本章（14 章）のいかなる規定も、一般に適用さ

れる差別的でない措置であって公的機関が金融政策及び関連する信用政策又は為替政策を

遂行するために行うものについては、適用しないと定められている（11.11 条 2）。 
 
C) 関税（14.3 条） 

締約国は、締約国の者と他の締約国の者との電子的な送信（電子的に送信されるコンテ

ンツを含む。）に対して関税を課してはならない（14.3 条 1）。ただし、本協定に適合する

方法で課される税、手数料又は課徴金である限りは、締約国が電子的に送信されるコンテ

ンツに対して内国税、手数料その他の課徴金を課することは妨げられない（14.3 条 2）等。 
 

D) デジタル・プロダクトの無差別待遇（14.4 条）* 
締約国は、他の締約国の領域において創作され、生産され、出版され、契約され、委託

され、若しくは商業的な条件に基づき最初に利用可能なものとなったデジタル・プロダク

ト又はその著作者、実演家、制作者、開発者若しくは所有者が他の締約国の者であるデジ

タル・プロダクトに対し、他の同種のデジタル・プロダクトに与える待遇よりも不利な待

遇を与えてはならない（14.4 条 1）。ただし、知的財産（18 章）に規定する権利義務に抵触

する部分については、14.4 条 1 は適用されない（14.4 条 2）。放送については 14.4 条の適

用がない（14.4 条 4）等。 
 
E) 国内の電子的取引の枠組み、電子認証及び電子署名（14.5 条、14.6 条） 

締約国は、電子商取引に関する国際連合国際商取引法委員会モデル法（1996 年）又は国

際的な契約における電子的な通信の利用に関する国際連合条約（2005 年）の原則に適合し

た、電子的な取引を規律する法的枠組みを維持する（14.5 条 1）。締約国は、自国の法的枠

組みの策定において利害関係者の寄与を容易にするよう努める（14.5 条 2）*。また、締約

国は、原則として、署名が電子的形式によるものであることのみを理由として当該署名の

法的有効性を否定してはならない（14.6 条 1）。締約国は、電子的取引の当事者が認証方式

を相互に決定することを禁止したり、認証に関する法的要件の充足を司法当局又は行政当

局に対して証明する機会を妨げたりしてはならない（14.6 条 2）等。 
 
F) オンラインの消費者の保護、個人情報の保護（14.7 条、14.8 条） 
締約国は、オンラインでの商業活動を行う消費者に損害を及ぼし又は及ぼす恐れのある、

詐欺的又は欺まん的な商業活動（16.6 条 2 に定義）を禁止するため、消費者の保護に関す

る法令を制定し、又は維持する（14.7 条 2）。また、締約国は、電子商取引の利用者の個人
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情報の保護について定める法的枠組みを採用し、又は維持する（14.8 条 2）*。当該枠組み

を作成するに当たり、関係国際機関の原則及び指針を考慮すべきである（同）。締約国は、

電子商取引の利用者に対して提供する締約国による個人情報の保護に関する情報（救済方

法等を含む。）を公表すべきである（14.8 条 4）等。 
 
G) 貿易に係る文書の電子化（14.9 条） 

締約国は、貿易実務に係る文書（14.1 条で定義）について、公衆による電子的利用を可

能とし、また、電子的に提出される貿易実務に係る文書を書面により提出された場合と法

的に同等なものとして受理するよう努める（14.9 条）等。 
 

H) 電子商取引のためのインターネットの利用等（14.10 条、14.12 条、14.13 条） 
締約国は、適用可能な政策及び法令に従うことを条件として、自国の領域の消費者が(a)

インターネット上でサービス及びアプリケーションにアクセスしてそれらを利用すること、

(b)端末装置をインターネットに接続すること、(c)接続サービス提供者のネットワーク管理

情報にアクセスすること等を認める（14.10 条）。締約国は、国際的なインターネットの接

続を求めるサービス提供者が商業的な原則に基づいて他の締約国のサービス提供者と交渉

できることを認める（14.12 条）。締約国は、各締約国がコンピュータ関連設備（14.1 条で

定義）の利用に関する自国の法令上の要件（通信の安全及び秘密を確保することを追求す

る旨の要件を含む。）を課することができることを認める（14.13 条 1）。また、締約国は、

自国の領域において事業を遂行するための条件として、対象者に対し、当該領域において

コンピュータ関連設備を利用し又は設置することを要求してはならない（14.13 条 2）*等。 
 

I) 国境を越える情報流通（14.11 条）* 
締約国は、各締約国が情報の電子的手段による移転に関する自国の規制上の要件を課す

ることができることを認める（14.11 条 1）。締約国は、対象者の事業の実施のために行わ

れる場合には、情報（個人情報を含む。）の電子的手段による国境を越える移転を許可する

（14.11 条 2）。但し、締約国が公共政策の正当な目的を達成するために上記と異なる措置

を採用し又は維持することは、当該措置が恣意的若しくは不当差別の手段となるような態

様で又は貿易に対する偽装的な制限となるような態様で適用されず、かつ、目的達成のた

めに必要である以上に情報移転に制限を課すものでないものであれば、許容される（14.11
条 3）等。 

 
J) 要求されていない商業上の電子メッセージ（14.14 条） 

締約国は、要求されていない商業上の電子メッセージ（14.1 条で定義）に関し、(a)その

提供者に対し、受信者が円滑に受信を防止できるようにすることを要求する措置、(b)各締
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約国の法令によって特定された方法により、受信者による当該メッセージの受信に対する

同意を要求する措置、(c)その他当該メッセージが最小化することを可能にする措置を、採

用し又は維持する（14.14 条 1）。締約国は、要求されていない商業上の電子メッセージの

提供者であって上記措置を遵守しない者に対する措置についても定める（14.14 条 2）等。 
 

K) 協力（14.15 条、14.16 条） 
締約国は、電子商取引の地球的規模の性質を認め、個人情報保護等を含む電子商取引関

連の規則、政策、実施及び遵守について情報交換等を行う（14.15 条）。また、締約国は、

サイバーセキュリティに関する現行の協力の仕組みを利用すること等の重要性を認識する

（14.16 条）等。 
 

L) ソース・コード（14.17 条）* 
締約国は、他の締約国の者が所有するソフトウェア又は当該ソフトウェアを含む製品の

自国の領域における輸入、頒布、販売又は利用の条件として、当該ソフトウェアのソース・

コードの移転又はそれに対するアクセスを要求してはならない（大量販売用ソフトウェア

又は当該ソフトウェアを含む製品に限る）（14.17 条 1、14.17 条 2）等。 
 

II. 解説・コメント 
 
《総論》 第 14 章・電子商取引章は、WTO 協定には規定がなく、また日本が締結済みの

EPA の電子商取引章や、アメリカ-EU 間で交渉中の環大西洋貿易投資パートナーシップ

（TTIP）の電子取引章 EU 条文草案 1と比較しても、包括的かつ高いレベルの内容が達成

されている。具体的には、①締約国間における電子的な送信に対する関税不賦課、②デジ

タル・プロダクトの無差別待遇、③電子的手段による国境を越える情報（個人情報を含む。）

の移転、④コンピュータ関連設備の所在地に関する要求の原則的禁止、⑤大量販売用ソフ

トウェアのソース・コードの移転又はアクセスの要求の原則的禁止、が全て定められてい

る点で、日スイス EPA、日豪 EPA や日モンゴル EPA よりも網羅的である。特に、③はこ

れらの EPA には規定がなく、④及び⑤は日スイス EPA 及び日豪 EPA には規定がない。ま

た、TTIP の電子商取引章は交渉中であるため、その内容は未定であるが、少なくとも EU
の条文草案には、上記のうち①のみが含まれている状況であり、かつデータ保護関連は

TTIP の議論の範囲外と位置づけられている 2。 
 

                                                  
1 EU の条文草案、及び直近（2016 年 4 月現在）の交渉状況については、EU ウェブサイトを参

照。 
2 Inside TTIP: An Overview and Chapter-by-chapter Guide in Plain English, p.14. 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_swit/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_australia/index.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_mongolia/index.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153669.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154477.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153635.pdf
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《適用関係》 14.2 条 5 及び 6 は他章との適用関係を定める。すなわち、本章は、電子商

取引に関する基本ルールを定めるものであるが、投資章（9 章）やサービス章（10 章）、金

融サービス章（11 章）における義務の特則・留保との関係では後者が優先することが明記

されている。電子商取引章の射程は広く、これらの章と重なる部分があるところ、これら

の章において留保した点については電子商取引章の規律により覆されることがないことが

確認されている。 

 
《無差別原則》 14.4 条 1 は、他の締約国のデジタル・プロダクトについて、締約国及び

非締約国（注１を参照）のデジタル・プロダクトに与える待遇よりも不利な待遇を与えて

はならないともしており、内国民待遇原則（内外差別の禁止）のみならず非締約国を含め

た最恵国待遇原則（外外差別の禁止）も含む趣旨と考えられる。 
 
《マルチステークホルダープロセス》 14.5 条 2 は、電子的取引について自国の法的枠組

みを策定するにあたり、利害関係者の寄与を容易にするよう努める旨を規定している。こ

のようなマルチステークホルダープロセスのアプローチは、近時、インターネット関連法

規制の議論において標榜されることが多く 3、同条はそのような潮流に合致する規定である。 
 
《国境を越える情報流通と個人情報保護》 14.8 条は個人情報保護の法的枠組みの採用又

は維持に関して定め、14.11 条は、各締約国が電子的手段による情報の移転についての規制

を設けることができることを確認しつつ、原則として国境を越える情報（個人情報を含む。）

の電子的手段による移転を許容すべきことを規定している。もっとも、個人情報保護等の

公共政策の正当な目的を達成するためであり、恣意的・不当差別的・偽装的等でなく、か

つ目的達成のために必要である以上に情報移転に制限を課すものでなければ、国境を越え

る移転を制限することが許容される。WTO 協定中 TBT 協定 2.2 条（強制規格が必要以上

に貿易制限的であってはならない旨を規定）を巡る紛争により積み重ねられた先例に照ら

すと「必要である以上に」との文言については規制する側の裁量が一定程度尊重されるの

ではないか。なお、国境を越える情報流通については、EU から米国への個人データ移転の

拠り所であったセーフハーバー協定は 2015 年 10 月に欧州司法裁判所により無効と判断さ

れ、2016 年 2 月には新たな協定「プライバシーシールド｣が基本合意に至り、7 月に EU が

受諾している 4。また、日本の改正個人情報保護法は 2017 年にも全面施行される見込みで

                                                  
3 例えば、内閣設置 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（略称：IT 総合戦略本部）

が決定した「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」（2014 年 6 月 24 日）において

も、「パーソナルデータの利活用の促進と個人情報及びプライバシーの保護を両立させるため、

消費者等も参画するマルチステークホルダープロセスの考え方」を活用していくことが記載され

ている。 
4 Press Release, European Commission, “European Commission launches EU-U.S. Privacy 

http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto_agreements/marrakech/html/wto06.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/info/h260625_siryou2.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_en.htm
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あり、当該施行後は、国外の第三者に個人データを提供する場合には本人の事前同意が必

要となり得るが、一定水準以上の個人情報保護制度を有する国への移転等の場合はこの限

りでない。 
 
《コンピュータ関連設備の利用設置に対する制限》 14.13 条 2 は、自国の領域において

事業を遂行するための条件として、対象者に対し、当該領域におけるコンピュータ関連設

備の利用又は設置を強制することを禁止している。このような、データ・ローカライゼー

ションの禁止は、企業の設備配置の最適化やコストの最小化に資する規定であり、電子商

取引を行う企業のマーケットアクセスの保障につながるものと解される。もっとも、公共

政策の正当な目的を達成するためであり、恣意的・不当差別的・偽装的でなく、かつ目的

達成のために必要である以上にコンピュータ関連設備の利用設置に制限を課すものでなけ

れば、かかる強制は許容される。また、本章は「金融機関」や「国境を超えて金融サービ

スを提供する者」を本章の規律の「対象者」としていないため（14.1 条）、各締約国がこれ

らの者に対してローカルサーバ設置を要求しても 14.13 条の適用がなく、かかる強制が許

容され得ることとなる。この点はアメリカにおける TPP 協定批准の是非に関する争点の一

つともなっている模様である 5。 
 
《ソース・コード》 14.17 条はソフトウェアのソース・コードの移転又はアクセスの要

求を原則的に禁止している。ソース・コードについては、過去に中国等において、機器に

搭載されたソフトウェアのソース・コードの開示を求める措置が採用又は検討されたこと

があり、WTO 協定との関係が取りざたされたことがある 6。例えば、報道によれば、マイ

クロソフト社は過去にウィンドウズ OS のソース・コードを中国政府に開示したとされてお

り、アップル社は近時、自社のソース・コードを中国政府に開示したことはないと公表し

ている 7。なお、本条は大量販売用ソフトウェア又は当該ソフトウェアを含む製品に限定さ

れ、中枢的な基盤(critical infrastructure)のために利用されるソフトウェアは対象外である。

大量販売用ソフトウェアと中枢的な基盤のために利用されるソフトウェアの区別は一義的

に明確ではないものの、例えば締約国のエネルギー、交通又は通信といった重要なインフ

ラ設備を構成するソフトウェアの脆弱性に対応するために、当該締約国が関連ソフトウェ

                                                                                                                                                  
Shield: stronger protection for transatlantic data flows,” July 12, 2016 参照。 
5 米政府はこの点について、TPP ではなく新サービス貿易協定(TiSA)等の交渉において手当す

る方針を示したが、TPP 締約国のうち TiSA 交渉に参加していないブルネイ、マレーシア、シ

ンガポール及びベトナムへの対応方法など、課題は残されている。Rachael F. Fefer “TPP 
Financial Services Data Flows,” CRS Insight, June 3, 2016 等を参照。 
6 経済産業省通商政策局編『2016 年版不公正貿易報告書―WTO 協定及び経済連携協定・投資協

定から見た主要国の貿易政策』（2016）875 頁参照。 
7 2016年4月20日付ロイター報道「アップル、中国のソースコード開示要請を拒否＝法務担当」。 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_en.htm
http://fas.org/sgp/crs/row/IN10498.pdf
http://fas.org/sgp/crs/row/IN10498.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/pdf/2016_03_07.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/pdf/2016_03_07.pdf
http://jp.reuters.com/article/apple-encryption-idJPKCN0XG32D
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アのソース・コードにアクセスすることを要求することは、許容されると考えられる 8。 
 
《結語》 TPP の電子商取引章の意義としては、その規定内容からは、単に電子商取引を

行う企業のマーケットアクセスを保障していることを超え、情報自体の国境を越える流通

の促進とそれを制限することのできる場合を明確化している点にあるといえる。 
 
III. 備考および更新情報 
 

v. 2：2016 年 3 月 8 日に公表された内閣官房 TPP 政府対策本部「訳文」に準拠。また、

I.では対象者の定義及び適用範囲に関する記載を追加（A)及び B)）。II.では、《総論》、《適

用関係》、《コンピュータ関連設備の利用設置に対する制限》、《ソース・コード》に関する

記載を追加。 
 

                                                  
8 Lee Branstetter, “TPP and Digital Trade,” in Jeffrey J. Schott and Cahtleen 
Cimino-Issaccs (eds.), Assessing the Trans-Pacific Partnership Volume 2: Innovations in 
Trading Rules, (Peterson Institute for International Economics, 2016), p.76. 

http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/tpp_text_yakubun.html
https://piie.com/system/files/documents/piieb16-4.pdf
https://piie.com/system/files/documents/piieb16-4.pdf

